
船舶事故調査報告書 

平成２９年９月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１月８日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 大分県杵築
き つ き

市守江
も り え

港南東方沖 

 臼石
うすいし

鼻灯台から真方位１９８°２.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２１.６′ 東経１３１°４１.１′） 

事故の概要  貨物船若波
わかなみ

丸及び油タンカー第八金正
きんしょう

丸は、共に錨泊中、第八金

正丸が走錨して両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年３月２９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 若波丸、４９９トン 

   １４０６１３、木村汽船株式会社 

Ｂ 油タンカー 第八金正丸、１９９トン 

   １３３０３０、泉海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に破口を伴う凹損及び擦過傷 

Ｂ 船尾甲板右舷ハンドレールに曲損、右舷船尾部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向  北東、風力  ６、視程 約４Ｍ 

海象：波高 約１.５ｍ 

杵築市には、１月７日１６時３７分に強風注意報及び波浪注意報が

発表され、本事故時も継続中であった。 

日出時刻：０７時１７分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、空船の状態で、平成２９年１

月８日０４時００分ごろ守江港南東方沖に左舷錨鎖を４節半伸出し、

Ｂ船の南西方約０.５Ｍの地点に法定灯火を表示して錨泊した。 

 船長Ａは、錨泊後、走錨するような気象及び海象ではなかったの

で、０５時３０分ごろ降橋して自室で休息した。 

 船長Ａは、０６時３０分ごろ衝突音を聞いて周囲を見たところ、Ａ

船とＢ船とが衝突したことを知った。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、空船の状態で、０１時００分

ごろ守江港南東方沖で右舷錨鎖を約３節半伸出し、法定灯火を表示し

て錨泊した。 

 船長Ｂは、錨泊後、走錨するような気象及び海象ではなかったの

で、０１時３０分ごろ降橋して自室で休息した。 

船長Ｂは、０６時３０分ごろ衝突音を聞いて周囲を見たところ、Ｂ



船が走錨してＡ船の左舷船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突したこと

を知った。 

Ｂ船の錨泊場所は、水深が約２０ｍ、底質が砂であった。 

分析  Ａ船は、強風注意報及び波浪注意報が発表されている状況下、守江港

南東方沖で錨鎖４節半を伸出させて単錨泊中、走錨したＢ船が衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、強風注意報及び波浪注意報が発表されている状況下、守江港

南東方沖で錨鎖３節半を伸出させて単錨泊中、係駐力を上回る外力を受

けて走錨したことから、錨泊中のＡ船に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、強風注意報及び波浪注意報が発表され

ている状況下、守江港南東方沖において、Ａ船が錨鎖４節半を伸出さ

せて単錨泊中、Ｂ船が錨鎖３節半を伸出させて単錨泊中、Ｂ船が、係

駐力を上回る外力を受けて走錨したため、Ａ船に衝突したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・予想最大風速に耐えることができる錨泊方法を講じること。 

 


